
◎ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律 
（平成二八年一二月一四日法律第一〇二号）（参）   

一、提案理由（平成二八年一一月一八日・参議院本会議） 

○難波奨二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会を代表して、

提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 

 ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法は、平成十二年

の制定後、平成二十五年には、連続して電子メールを送信する行為を規制対象へ追加す

ること等を内容とする改正が行われ、ストーカー行為等による危害の発生の防止等に一

定の役割を果たしてきました。しかし、いわゆるＳＮＳの普及など、技術の進歩や社会

情勢の変化に伴い、規制の対象とならない行為類型が生じております。ストーカー事案

の相談件数は、平成二十七年で約二万二千件と、高水準で推移しており、依然として殺

人等の重大事案も発生しております。状況は極めて深刻であるため、これまでストーカ

ー規制法の制定及び改正に主導的な役割を果たしてきた参議院として、速やかに対処す

る必要があります。 

 本法律案は、このような最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、ストーカー規

制法について、住居等の付近をみだりにうろつく行為及び電子メールに類するその他の

電気通信の送信等をすることを規制の対象に加えるとともに、禁止命令等について、警

告をしていない場合であってもこれをすることができるようにすること、緊急の必要が

ある場合における手続を整備すること等の措置を講ずるほか、ストーカー行為等に係る

情報提供の禁止、ストーカー行為等の相手方に対する援助の措置等の拡充、罰則の引上

げ、ストーカー行為をする罪について告訴がなくても公訴を提起することができるよう

にすること等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりでありま

す。 

 第一に、住居等の付近をみだりにうろつく行為並びに電子メール以外のその受信をす

る者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこと及び特定の

個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、そ

の第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機

能を利用する行為を「つきまとい等」に追加して、規制の対象とすることとしておりま

す。 

 第二に、都道府県公安委員会は、第三条のつきまとい等をして不安を覚えさせること

を禁止する規定に違反する行為があった場合において、加害者が更に反復して当該行為

をするおそれがあると認めるときは、加害者に対する警告がされていない場合であって

も、禁止命令等をすることができることとするとともに、緊急の必要があると認めると

きは、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、禁止命令等をすることができることと

し、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から

起算して十五日以内に行わなければならないこととしております。また、禁止命令等に



有効期間を設け、一年ごとの更新制にすることとしております。 

 第三に、何人も、ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、

その者に対し、その行為等の相手方の氏名、住所等の情報を提供してはならないことと

しております。 

 第四に、被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は、その職務を行うに当

たり、被害者の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないこととし

ております。また、国及び地方公共団体は、加害者を更生させるための方法、被害者の

心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない

こととしております。 

 第五に、ストーカー行為をした者に対する刑事罰について、懲役刑の上限を一年に、

罰金刑の上限を百万円に、それぞれ引き上げるとともに、告訴がなくても公訴を提起す

ることができることとしております。また、禁止命令等に違反してストーカー行為をし

た者等に対する刑事罰について、懲役刑の上限を二年に、罰金刑の上限を二百万円に、

それぞれ引き上げることとしております。 

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行

することとしております。 

 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。 

 なお、本法律案は、内閣委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とする

ことに決定したものであります。 

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

○決議（平成二八年一一月一七日） 

 政府は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行に当た

り、次の事項について十分配慮すべきである。 

一 ストーカー事案については事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいこ

とから、警察において、ストーカー行為等の被害者等の安全の確保を最優先に、組織

的な対応を推進・強化するとともに、ストーカー事案を担当する警察官による迅速か

つ的確な対応が確保されるようにすること。 

二 ストーカー行為罪について非親告罪化しても、警察及び検察においては、その事案

の対応に当たり、ストーカー行為等の被害者の意向を十分に尊重した運用を行うよう

にすること。 

三 ストーカー事案の特性を踏まえ関係機関等において適切な対応・支援がなされるよ

う、専門的能力や経験を有する人材の養成及び確保に努めること。 

四 ストーカー行為等の被害者に対しては、その状況に応じた医学的・心理的なケアが

適切に提供されるよう、必要な体制の整備を図ること。 

五 ストーカー行為等をした者を更生させるための方法に関する調査研究等の加害者対

策においては、精神医学的・心理学的な手法も含め、その適切かつ効果的な手法の研



究・開発に重点的に取り組み、その成果の活用につなげること。 

六 ストーカー行為等の被害者等がストーカー行為等を受けた早期の段階からちゅうち

ょなくその被害について相談することができるよう、関係する機関・団体における相

談体制の拡充強化を図ること。 

  右決議する。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成二八年一二月六日） 

○秋元司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について申し

上げます。 

 本案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、住居等の付近をみだりにうろ

つく行為及び電子メールに類するその他の電気通信の送信等をすることを規制の対象に

加えるとともに、禁止命令等について、警告を経なくてもこれをすることができるよう

にすること、緊急の必要がある場合における手続を整備すること等の措置を講ずるもの

であります。 

 本案は、参議院提出に係るもので、去る十一月二十九日本委員会に付託され、翌三十

日、難波参議院内閣委員長から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終局

後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 参議院においては、委員会の審査は省略された。 


